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本誌2013年12月号の掲載論文「判断能力

に疑義のある高齢者等との金融取引」にお

いて，13年６月に行われた農林中金総合研

究所「平成25年度第１回農協信用事業動向

調査」のアンケート結果から，12事業年度

中に発生した「判断能力に疑義のある高齢

の顧客などとの対応で困った事象」につい

ての回答の紹介とその分析が行われている。

小職が所属する（株）協同セミナーが行

う農協の信用事業職員を対象とした研修に

おいても，受講生等から判断能力に疑義の

ある高齢者等との窓口対応等に関する質問

や相談が多く寄せられているが，こうした

顧客の高齢化にともなう問題に直面するの

は農協だけでなく個人と取引を行うすべて

の金融機関に共通する。

そこで，同論文で紹介されたアンケート

結果，特に自由回答欄に記載された事項に

ついて，金融法務の立場から判断能力に疑

義のある高齢者等との金融取引に関する現

状の諸制度の活用方法や問題点について検

討し，現行制度の限界や対応の工夫などに

ついて考えてみたい。

このアンケートには，既存のマニュアル

等によっては対応が困難であった事象につ

いて自由回答欄を設けて回答をお願いして

おり，そのなかで農協の信用事業窓口で具

体的に生じた事象が挙げられている。ここ

では，上述の論文に従いアンケートの自由

回答欄に挙げられた事象を見てみたい。

（1）　顧客本人の要望等

顧客本人からの要望や問い合わせに対し

て問題となった事象としては次のような事

象が挙げられている。

①通帳・カード・印鑑の紛失に伴う手続

の依頼を何度も繰り返す。

②貯金の解約や払戻しを行ったことを忘

れ，抗議したり現状の回復や再度の払戻し

を求めたりする。

③何度も説明を求める，説明に納得しな

い，契約している定期貯金の内容を確認し

たい，印鑑届を見たい，など。

これらの行動の背景には，自分で依頼し

たことなどを忘れてしまったり自分で思い

込んでしまい説明に納得しなかったりする

など，高齢者によくありがちと思われてい

る事情があると考えられる。

（2）　顧客の家族・親族の要望等

判断能力に疑義のある高齢者は，家族や

（株）協同セミナー　常務取締役　桜井達也

高齢者との金融取引にかかる法務面からの検討

1　アンケート結果に現れた事象
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く。金融機関の取引は，言うまでもなく私

法上の取引として民法等で規律されており，

民法では私法上の原則に従った取引関係の

在り方と代理などその例外としての制度が

規定されている。

私法上の原則はいくつか挙げられるが，

本件の事案で特に重要な原則が「私的自治

の原則」である。私的自治の原則とは，全

ての人は合理的に判断し行動するという建

前を前提に，人が表明したり行動したりし

た結果について法的な責任を負い，逆に人

が関与していない現象については責任を問

われることがない，という原則である。

この原則は，家族や親族であっても本人

以外の者が本人の法律関係に関与すること

はできず，また家族等の依頼によっても本

人が自身の法律関係に関与することを禁止

することはできない，という結果を導く。

この民法の原則に対し必要に応じて例外的

な制度が設けられ，判断能力に疑義のある

者への配慮もなされている。もっとも，そ

れらは一定の事象に対応するために設けら

れた例外的な制度であり，それ以外は全て

原則に戻らなければならない。

さらに，金融機関と高齢者との取引関係

においてしばしば問題となるのは，守秘義

務である。金融機関はそのすべての取引関

係で取引先に対し守秘義務を負っている。

そのため，高齢者との取引でもその親族や

介護者に対して正当な理由がない限り高齢

者の取引内容を開示できず，金融機関の窓

口対応でも配慮が必要となる。

親族等と同居したり介護を受けたりしてい

る場合も多い。また，遠方に住んでいても

高齢な親や兄弟を心配する者も多いと思わ

れる。上述のアンケートでも家族や親族か

らの要望等に対し問題となった事象が挙げ

られている。

①家族や親族から本人に代わって貯金の

払戻しなどの手続をしたいという依頼があ

るが，本人の意思を確認できない。

②貯金の払戻しや通帳の再発行などの手

続について，本人からの申出を受け付けな

いことや手続をする前に家族や親族に連絡

することを求められる。

③取引等について本人と家族・親族との

意見が異なる。

④本人との取引について，本人の推定相

続人間で意見の対立がある。

これらの事象の背景には，家族などが本

人に代わって取引を求めてきた場合に本人

の意思をどのように確認すれば良いのか，

本人と介護等を行う者との間に意見や利害

の対立がある場合にどのように対応すれば

よいのか，さらに本人が意思能力を欠くと

考えられる場合にどのようにすればよいの

か，という金融機関の窓口での悩みがある

と考えられる。

判断能力に疑義のある高齢者との取引の

問題を検討する前に，金融機関の取引にお

ける私法上の原則について再確認をしてお

2　金融機関との取引における
　　法律上の原則　　　　　　
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内の親族，検察官等に限られている（民法

７条，11条，15条）。

（2）　任意後見制度

任意後見制度は，任意後見契約に関する

法律（任意後見契約法）に従い締結された

任意後見契約による特殊な任意代理制度で

ある。保護を受けようとする者は任意後見

人と公正証書を用いる等法定の要件を整え

た任意後見契約を締結する。任意後見契約

では，本人の保護が必要になった時点で本

人等からの請求にもとづき家庭裁判所が任

意後見監督人を選任し，その選任の時点か

ら任意後見人が本人の代理人となり任意後

見契約で定められた範囲の後見事務を行う

旨が約定される。任意後見監督人の選任の

請求は，本人，配偶者，四親等以内の親族

または任意後見受任者が行うとされている

（任意後見契約に関する法律４条）。

もっとも，任意後見制度では任意後見監

督人が選任された後も本人が単独で法律行

為等を行うことが可能である。このため，

任意後見契約書の一般的な例では，任意後

見監督人が選任された場合には本人は速や

かに実印や預貯金通帳，銀行取引印，キャ

ッシュカードなどを任意後見人に引き渡す

べき旨の条項が置かれ，任意後見人が後見

事務を円滑に行うことができるようにする

とともに，事実上本人が単独で法律行為等

を行うことができないように手当てしてい

る。

意思能力が通常より低い者等を保護する

制度や判断能力に疑義のある高齢者の保護

に活用できる制度などが民法などに規定さ

れている。ここでは，それらの制度を概観

しておきたい。

（1）　成年後見制度

（法定成年後見制度）

民法は意思能力が通常よりも低い者の保

護のため法定成年後見制度を設けている。

この制度は，1999年の民法改正によって従

来の禁治産・準禁治産制度を，障がい者保

護の視点から全面的に改正したものである。

制度の内容は，改正前の禁治産の制度を踏

襲した成年後見，準禁治産の制度を踏襲し

た保佐，さらに保佐開始には至らないもの

の特定の法律行為等に第三者の関与が必要

と判断される場合に開始される制度として

補助が新設された。

法定成年後見制度では，本人が単独で行

った行為について事後に本人またはそれを

保護する成年後見人，保佐人，補助人が取

り消すことができ，本人の単独の行為の効

果に制限が加えられている。この点は他の

制度にはない法定成年後見制度の最大の特

徴である。

なお，法定成年後見制度の開始は，申立

てにより家庭裁判所が審判をもって決定す

るが，その申立ては本人，配偶者，四親等

3　判断能力に疑義のある高齢者
　　の保護に用いられる制度　　
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施主体は都道府県や政令指定都市の社会福

祉協議会が担い，事業の窓口は市町村の社

会福祉協議会に置かれ，市町村の社会福祉

協議会の指導と監督を受けた生活支援員が

実際の援助を行う。

この事業にもとづく援助に付加して行わ

れる日常的金銭管理では，日常生活に要す

る生活費等に充てるため，生活支援員が本

人に代わって（本人を代理して）預貯金を

払い戻すことなどが行われる。この事業は

あくまで日常生活の支援を目的とした事業

なので，生活支援員が本人に代わって行う

取引も日常生活や生活に必要な福祉サービ

スの利用に必要な資金の手当などに限定さ

れる。

したがって，日常的金銭管理により生活

支援員が本人に代わって取引を行う旨の申

出があった時は，生活支援員が行う取引の

範囲をどの範囲に限定するか（例えば，１

回の払戻金額の制限や振込先口座の限定等）

についてよく確認し書面で明確にしておく

必要がある。

なお，日常的金銭管理の法的な性格は民

法上の「任意代理」であるから，上記（3）

で解説したように日常的自立支援事業の援

助を受ける旨の契約を行う時点で本人に意

思能力があることが必要である。

ここではアンケートに現れた諸事象のう

（3）　任意代理制度

民法では本人の活動範囲を広げるための

制度として「任意代理」という制度を設け

ている。代理は，本人が第三者（代理人）

に対し本人のために法律行為等を行う権限

（代理権限）を付与し，代理人が本人のため

にする旨を表明して行った法律行為等の効

果を本人に帰属させる制度である。この制

度も保護が必要な者のための制度として活

用可能である。なお，任意後見契約も特殊

な代理権限授与契約であることは上述のと

おりである。

代理権の授与は通常は委任契約により行

われ，代理権を授与する場合の実務は本人

から代理人に対し委任状を交付して行われ

る。この代理権の授与も法律行為であるか

ら本人に意思能力を要する。しかし，代理

権限の授与が有効に行われた後に本人が意

思能力を失ったとしても，その代理権限に

は影響しないというのが通説である。もっ

とも，代理人が本人の利益のために行動し

ているか否かは本人が監督する建前となっ

ていることから，本人が意思能力を失った

場合にどのように代理人を監督するのかが

問題となることもある。

（4）　日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業とは，認知症高齢

者，知的障がい者，精神障がい者等のうち

判断能力が不十分な者が地域において自立

した生活を送ることができるように，利用

者との契約にもとづき，福祉サービスの利

用援助等を行う事業である。この事業の実

4　アンケートに現れた顧客　
　　本人の要望等に対する対応
　　と問題点　　　　　　　　
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Ｘは，08年３月11日にＹ銀行の支店に赴

き通帳再発行などの手続をしようとした。

これに対しＹ銀行は，Ｘは一見，事理弁識

能力を有するように思われるが，数日前に

Ｙ銀行の行員に面談したことや本件通帳の

再発行を依頼したことを全く覚えていない

などの状況にあることから事理弁識能力が

著しく減退していると判断し，成年後見の

必要性を裁判所が判断するまで当該預金に

関する取引等は受け付けられないという対

応方針で臨むこととし，Ｘの申出を謝絶し

た。その直後にＸからＹ銀行に対し預金払

戻請求訴訟が提起されたという事案である。

一審の福岡地裁（福岡地裁2008年10月31日

判決）では，Ｘが弁護士に行った訴訟委任

はＸの意思能力を欠き無効であり訴訟要件

を欠いた訴訟として訴えを却下した。これ

に対しＸは控訴した。控訴審では，Ｘの側

から医師の診断書等が提出され，そのなか

でＸは記憶力の減退はみられるが意思能力

は有しており成年後見または保佐の必要は

ないという医師の判断が示された。福岡高

裁はこれらを理由にＸの訴訟委任を有効と

判断しＸの預金払戻請求を認め，Ｙ銀行は

敗訴した。

この事案では，数日前にＹ銀行の行員と

面談したことを覚えていないという記憶力

の減退はあるが，行為の当時，その行為の

内容を理解していると考えられることから

後見や保佐の必要はないという判断が医師

の診断書で示されている。契約を行った時

点で契約内容等を理解していれば，契約を

行ったことやその内容を後日記憶している

ち顧客本人の要望等に対する対応と問題点

について検討していく。

（1）　顧客本人の記憶力が減退している

ことに起因すると思われる要望等

アンケートに現れた顧客本人の要望等へ

の対応で困難が生じた事象のなかに，上述

のとおり顧客本人の記憶力の減退が要因と

思われる事象がみられる。過去の取引内容

等について取引を行った顧客本人が記憶し

ていないという状況は，このアンケートの

分析でも指摘しているとおり，金融機関が

煩雑な実務を繰り返し強いられることが容

易に予想されるだけに対応に苦慮すること

になる。

もちろん，このような事象は農協に固有

のものではない。地方銀行の事例であるが

このような顧客に対する対応で参考になる

判例がある（福岡高裁2009年５月21日判決。

詳細は，桜井（2010，４頁））。

この判例の事案は次のとおりである。高

齢者Ⅹ（大正３年生まれ。2008年当時94歳）

は，軽度の認知症で，記憶力に障がいがあ

るほか理解力・判断能力が弱くなっている

ため，日常生活に補助が必要なものの日常

会話には支障がない状態だった。

ＸはＹ銀行に普通預金800万円を有して

いたが，08年１月以降，Ｘの届出により盗

難設定や支払停止の設定がなされることが

あった。また，08年２月から３月にかけて，

当時入院していたＸをＹ銀行の行員が訪問

し同人の意思を確認するなどの対応をして

いた。
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（2）　何度も説明を求めたり説明に納得

しなかったりすること

顧客本人の要望等に対する対応で困難が

生じた事象として，何度も同じ説明を求め

る，同じ説明を繰り返しても容易に納得し

ない，提出した帳票等を確認させてほしい，

などという事象が挙げられている。これら

の事象は記憶力の減退とともに判断能力や

理解力の減退が大きな要因となっていると

推測される。

このような顧客に対する対応で注意しな

ければならないのが，「適合性の原則」で

ある。適合性の原則が端的に示されている

のが金融商品取引法40条１項であるが，こ

の原則は証券業務だけでなく消費者との取

引関係全般に関する原則と考えられている。

2005年４月に閣議決定された「消費者基本

計画」には，適合性の原則を「高齢者や若

者など消費者の特性（知識，経験及び財産

の状況等）に応じた勧誘を行わなければな

らないという原則」とし，そのなかには「あ

る特定の利用者に対しては，いかに説明を

尽くしても一定の商品の販売や勧誘を行っ

てはならないとのルールが含まれる」とし

ている。

また，金融機関等が金融商品を販売する

にあたっては，金融商品の販売等に関する

法律にもとづき「勧誘方針」を策定・公表

することが義務付けられており，金融商品

の勧誘はこの勧誘方針に従って行うことが

求められているが（同法９条），この「勧誘

方針」のなかに適合性の原則を盛り込むこ

とが定められている（同法９条２項）。

か否かは意思能力の有無を判断するにあた

って大きな要素とはならないということな

のだろう。

しかし，このような考え方は取引実感か

らすると違和感があるのではなかろうか。

記憶力が減退している者と取引を行うと，

アンケートに現れたように通帳等の紛失届

や再発行の手続を繰り返したり，預貯金の

解約や払戻しを行った事実を忘れて事情を

問い合わせたり，事情をなかなか納得しな

かったりという事態が起こることは容易に

予想できる。金融機関がこれに対するには

大変な労力を必要とする。上記判例のＹ銀

行が意思能力に疑問があるので取引に応じ

るのを見合わせようと判断したことは，実

務の対応としては無理からぬことであろう。

このような場合に金融機関として注意す

べきことは，後日予想される照会等に対応

するため複数の職員で応対し，取引経緯の

記録を作成し，保存しておくことに尽きる。

それ自体が大きな負担となるが，記録を残

すことで後日のトラブルの解決を容易にす

ることが可能であり是非とも励行すべきで

ある。また，上記判例のＹ銀行のように意

思能力を欠いていると判断して手続を謝絶

する場合は，裁判に持ち込まれることも覚

悟して対応する必要があるが，その場合も

取引の詳細や取引を謝絶するに至った経緯，

判断の根拠などを記録し保存しておくこと

が重要となる。
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（1）　親族等が本人の代わりに取引を

申し出た場合の対応と問題点

通常の取引のなかでも，本人に代わって

家族や親族が金融機関の窓口に訪れ取引を

行う場合がある。その際，本人から代理人

届や委任状の提出を受けて対応する場合も

あれば来店した者が預貯金通帳と届出印を

本人から預かってきて取引を依頼する場合

もある。このように本人以外の者が来店し

て本人に代わって取引を行う場合の実務対

応のポイントは，代理人届や委任状あるい

はその取引が本人の真意にもとづいている

ことを確認する点であることは言うまでも

ない。

このことは高齢者との取引でも同様であ

る。ただ，高齢者の場合，これまでの取引

状況から考えて本人の意思で取引の代行を

依頼したとは思えない場合や本人が入院等

をしており本人の意思を確認することが難

しい場合などがある。このような場合には

入院先や自宅を訪問して面談のうえ本人の

意思を確認するのが原則となるが，金融機

関の担当者には親族等の反発も想定される

なか，「そこまでやる必要があるのか」と

いう悩みがつきまとう。このアンケートで

も「どういう場合に面談をしなければなら

ないか判らず判断に迷う」ということが記

載されていた。しかし，その取引等が本人

の意思によるものか否か疑念を持ちつつ取

り扱うことは，免責約款や準占有者への弁

済（民法478条）の適用が否定される危険も

あり行ってはならない。

このことは代理人が弁護士であっても同

しかし，より深刻な問題となるのが，す

でに取引を行っている顧客（例えば，国債

や投信を保有している顧客，預貯金取引を行

っている顧客，など）が判断能力等を徐々に

減退させていった場合の対応である。特に

投信などのように市場の動向を見ながら管

理する必要がある金融商品の場合，顧客が

管理できない状況となり，放置されると顧

客に大きな損失が生じる事態も想定される。

また，預貯金取引でも顧客が窓口で手続す

ることすらできずに放置されてしまうこと

があるという。今後，顧客の判断能力が低

下した結果放置されてしまった取引関係を

どう扱うかという問題が浮上してくると考

えられる。

しかし，現状の制度や仕組みのなかでは

金融機関からこの問題の解決に積極的に動

くことは難しい。この問題の解決策として

は，保険の制度で用いられている指定代理

人請求制度のような仕組みを預貯金規定等

にも盛り込み，本人に一定の事情が生じた

場合に本人があらかじめ指定した代理人が

手続できるようにする制度など新しい仕組

みを工夫することが必要だろう。

次に，アンケートに現れた諸事象のうち

顧客の家族や親族からの要望等に対する対

応と問題点について検討していく。

5　アンケートに現れた顧客
　　の家族等からの要望等に
　　対する対応と問題点　　
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定される。その事情や家族等の悩みは良く

わかるが，金融機関が安易に家族等の要望

に応じると，場合によっては家族間の紛争

に巻き込まれたり家族間の確執を一層激し

くさせたりしかねない。金融機関と家族等

が話し合って対応していることを本人に内

密にするように申し合わせて対応すること

も考えられるが，金融機関と家族等とで十

分に打ち合わせておかないと問題をこじら

せる結果となりかねない。また，本人が死

亡した後に他の相続人から生前の対応につ

いて「同居の家族と語らって違法な対応を

した」等のクレームに発展することも想定

して対応する必要があるだろう。

なお，このような場合に法定成年後見制

度の利用についてアドバイスすることを励

行している金融機関もあるようだが，これ

も家庭裁判所での実務に精通している場合

以外は慎重に対応するべきだろう。家族等

から「本人はそんな状態ではない」と主張

されトラブルになることは良く指摘されて

いる。しかし，家族たちの悩みは，本人が

家庭裁判所の法定成年後見制度開始の審判

手続に協力してくれない点にあることも多

いだろう。家庭裁判所の手続には，家庭裁

判所による本人の意見聴取（家事審判規則

25条，30条の２，民法15条２項）や医師によ

る診断書の提出など（家事審判規則24条，30

条の２，30条の９）が必要となり本人も納得

して手続に協力しなければ手続が難しいの

である。

本人と家族等の間のコミュニケーション

が難しい場合には，家族が本人を説得でき

じである。小職の経験した事例であるが，

本人がほとんど意思を表明できない状況に

あったにもかかわらず本人の委任状を持っ

た弁護士が代理人と称して取引を求めてき

た事例があった。その際，弁護士が本人の

意思を確認したと主張するのでその旨の念

書を弁護士名で提出するよう求めたところ，

その弁護士は書面の提出を拒み，取引を行

わないまま帰ってしまったということがあ

った。また，日常生活支援事業に伴う日常

金銭管理の場合も同様に支援事業の利用契

約について，本人の意思の確認（契約当時，

本人が意思能力を有していたこと）が問題と

なる場合もある。

（2）　顧客本人からの取引に応じないで

ほしい等の申出

家族や親族等から顧客本人からの取引の

申出があった場合には，取引に応じないで

欲しい，事前に家族等に連絡してほしい，

という依頼があることがアンケートに現れ

ている。もちろん，本人の同意がある場合

にはこれらの対応も全く問題はない。しか

し，本人の同意がない場合には，本人が意

思能力を欠く場合は別にして，この申出に

応ずることは極めて難しい。また，本人が

取引を求めてきた場合には連絡が欲しいと

いう要望も，守秘義務との関係が問題とな

る。

このような申出の背景には，本人と家族

や介護を行う者との間のコミュニケーショ

ンが難しい場合や本人が家族等との約束を

守らないというような事情があることが想
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日常家事の範囲内であれば，依頼者（本人

の配偶者）を本人の代理人として取引する

方法（民法761条。最判1969年12月18日 民集

23－12－2476）も考えられる。しかし，配偶

者以外の者から依頼された場合には，子供

や兄弟，親族などできるだけ多くの人の同

意を得て便宜的に対応するほかないだろう。

その場合でも，本人が支払うべき債務の弁

済のために預貯金を払い戻すなど，取引を

依頼する家族や親族が本人のための事務管

理（民法697条以下）を行っていると説明で

きる場合に限るべきだろう。もちろん，預

貯金を払い戻した資金の使途が本人と関係

ないものである場合には申出を断るべきで

ある。

本稿は，上述のアンケートに現れた諸事

象を参考に，金融機関の取引関係のなかで

判断能力等に減退がみられる高齢者との取

引対応に焦点をあてて，現行制度とそれを

活用した対応，その場合の注意点や限界を

解説してきた。現行の制度では金融機関が

対応できることは限られている。特に，金

融機関が負担している守秘義務は，高齢者

等の保護のため家族等の親族に協力して対

応することを考えた場合に，消極的な対応

を取らざるを得ない大きな要因となってい

る。もちろん，守秘義務も正当な理由があ

る場合には免除されるが，正当な理由とい

える事情は人の生命・身体・財産等の保護

のために必要な場合や法令にもとづく場合

ずそれが家族等の悩みになっている可能性

もある。そういう実務の知識や家族の状況

を十分に把握しないままに安易に法定成年

後見制度の利用を勧めることは，逆に反発

を受ける可能性もあるので注意が必要であ

る。

（3）　顧客本人に意思能力がないと思わ

れる場合の取引

このアンケートのなかに推定相続人の意

見が一致しないという問題を指摘する意見

がある。この意見の背景には，顧客本人が

急病などで意識がない場合に「顧客本人の

推定相続人全員の同意を得て取引をする」

という手続を依頼したことが推測される。

この手続方法は，本人以外で利害関係を持

ちそうな人として推定相続人を挙げ，その

同意があれば将来トラブルになりにくいと

いう判断から考案されたものと思われる。

しかし，この手続方法には本人が回復し

た場合や推定相続人の他に受遺者がいた場

合などが想定されていない。そういう意味

では便宜的な対応であることに変わりはな

い。にもかかわらず，「推定相続人全員の

同意があれば対応できますが一部ではだめ

です」と強調すると，推定相続人全員の同

意が必要となる理由を聞かれ説明に窮する

ことにもなる。小職も，「本人が死亡する

ことを前提に取引をしようとしているの

か」とクレームを受けたと相談されたこと

がある。

このような場合の対応としては，依頼者

が本人の配偶者である場合で取引の内容が

まとめ
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しまうようなことが無いようにするなどの

適切な管理が必要となるだろう。

金融機関の窓口で高齢者等を保護するた

めの努力は必要だが，制度的な限界がある

なかで窓口の担当者や担当管理職の創意工

夫だけに頼るのは本来的な対応ではない。

今後ますます重要度が増すことが見込まれ

ている高齢者との取引について，社会全体

で高齢者を守るという観点から預貯金規定

などの約定内容の工夫，金融機関内部の事

務手続等の改善などの検討が必要になって

きている。
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など（個人情報の保護に関する法律23条１項

に挙げられた事由が参考になる）に限られる。

詐欺被害が懸念されるような場合にはとも

かく，単に日常生活上のトラブルや浪費な

どを防ぐことなどでは守秘義務を免れる正

当な理由になるかは微妙である。

それらを克服する手段として，預貯金規

定等に一定の事情がある場合に本人の指定

する者が取引に関与できる制度を定めた約

定を盛り込む工夫も考えられるだろう。例

えば，上述した指定代理人の制度を導入す

ることや本人が指定した者に取引内容等を

通知できる旨の条項を盛り込むことなども

検討する必要があるだろう。しかし，これ

らのことだけで問題がすべて解決できるわ

けではない。約定を適切に運用するために

事務手続等を整備し，指定された者と本人

との関係変化などによって本人にとって好

ましくない者が指定されたまま放置されて
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